
計画の区分： 学部の学科の設置

　　　３　大学番号の欄については，平成２９年３月３１日付事務連絡「大学等の設置に係る設置計画履行状況

　　　　　報告書等の提出について（依頼）」の別紙に記載のある大学番号を記載してください。

　　　　　例）

　　　　　・学部の設置の場合：「○○大学　△△学部」

　　　　　・学部の学科の設置の場合：「○○大学　△△学部　□□学科」

　　　　　・短期大学の学科の設置の場合：「○○短期大学　△△学科」

　　　　　・大学院の研究科の設置の場合：「○○大学大学院　○○研究科」

　　　　　・通信教育課程の開設の場合：「○○大学　△△学部　□□学科（通信教育課程）」

　　　２　大学院の場合は、表題を「○○大学大学院　・・・」と記入してください。

　　　　　設置時から対象学部等の名称変更があった場合には，表題には設置時の旧名称を記載し，その下欄に

　　　　　（　　）書きにて，現在の名称を記載してください。

　　　　　例）　○○大学　△△学部　□□学科

　　　　　　　　　　　　（◇◇学部（平成◇◇年度より学科名称変更））

　　　　　表題は「計画の区分」に従い、記入してください。

　　　ｅ－mail　　jmgaku@hirosaki-u.ac.jp

（注）１　「計画の区分」は設置時の基本計画書「計画の区分」と同様に記載してください。
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　作成担当者

　　担当部局（課）名    学長戦略室
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【事前伺い】設置に係る設置計画履行状況報告書

国立大学法人　弘前大学　　　
平成３０年５月１日現在

生物学科・分子生命科学科・食料資源学科

国際園芸農学科・地域環境工学科

[平成28年度設置］

　　　　　　　　　　　　　　　注１

弘前大学　農学生命科学部

大学番号：０００
注３

大学番号：国００８
注３
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○弘前大学農学生命科学部教育改善委員会申合せ 

 

 

 （設置） 

第1条 弘前大学農学生命科学部（以下「本学部」という。）に，弘前大学農学生命科学

部教育改善委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （審議事項） 

第2条 委員会は，次の各号の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) 教育改善のための企画，調査，研究等に関すること。 

 (2) 教育活動の評価に関すること。 

 (3) 学生による授業評価に関すること。 

 (4) ファカルティ・デベロップメントに関すること。 

 (5) その他教育改善に関する事項。 

 

 （組織） 

第3条 委員会は，弘前大学農学生命科学部運営会議学務担当委員（以下「運営会議委員」

という。）及び本学部各学科と弘前大学農学生命科学部附属から選出された各1名の

専任担当教員により構成される。 

 

 （委員の任期） 

第4条 本学部各学科及び附属施設から選出された委員の任期は２年とし，半数交替制と

する。ただし，再任を妨げない。 

2 委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

3 運営会議委員の本委員会委員としての任期は，弘前大学農学生命科学部運営会議委員

の任期に関わる申合せによる。 

 

 （委員長） 

第5条 委員会に委員長を置き，運営会議委員が委員長となる。 

2 委員長は，会議を招集し，その議長となる。 

 

 （委員以外の出席） 

第6条 委員会において必要あるときは，委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことが

できる。 

 

 （申合せの改廃） 
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第7条 この申合せの改廃については，教授会の議を経て弘前大学農学生命科学部長が行

う。 

 

 

   附 則 

1 この申合せは，平成16年4月1日から施行する。 

2 この申合せは，平成19年4月1日から施行する。 

3 この申合せは，平成21年4月1日から施行する。 

4 この申合せは，平成27年4月1日から施行する。 

5 この申合せは，平成27年10月1日から施行する。 

6 この申合せは，平成30年3月20日から施行する。 
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○弘前大学農学生命科学部自己評価委員会申合せ 

 

 

 （設置） 

第1条 弘前大学農学生命科学部（以下「本学部」という。）に，本学部における教育研

究活動の向上を目的として，自ら点検及び評価を行うため，弘前大学農学生命科学部

自己評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （任務） 

第2条 委員会の任務は，次の各号のとおりとする。 

(1) 弘前大学農学生命科学部自己点検項目表（以下「項目表」という。）に基づき，自

己点検の範囲を定め，自己評価の実施計画を作成し，教授会に提案する。 

 (2) 自己点検を実施し，その結果を取りまとめる。 

 (3) 項目表中の学部全体を対象とする項目については本委員会が自己点検・評価を行う。 

 (4) 自己点検・自己評価の結果及び改善すべき事項について教授会に報告する。 

 (5) 自己点検・自己評価の結果について教授会の議を経て，公表する。 

 

 （組織） 

第3条 委員会は，本学部各学科及び弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育研究セン

ターから選出された専任担当教員（弘前大学農学生命科学部長及び弘前大学農学生命

科学部附属生物共生教育研究センター長を除く）各1名で組織する。 

 

 （委員の任期） 

第4条 委員の任期は2年半とし，再任を認めない。 

2 委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

3 委員の改選は2年ごとに事業年度の開始に合わせて行い，第1項の任期における最後

の半年間は新旧委員が重複し，旧委員は「教育改善に向けたアンケート調査報告書」

の作成にのみ従事する。 

 

 （委員長） 

第5条 委員会に委員長を置き，委員の互選によって決める。 

2 委員長は，会議を招集し，その議長となる。 

3 委員長の任期は2年とする。 

 

 （会議） 

第6条 委員会の会議は，委員の3名以上の出席をもって成立する。 
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 （委員以外の出席） 

第7条 委員会において必要あるときは，委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことが

できる。 

 

 （兼務） 

第8条 委員は，弘前大学諸規程に定められた次の室員を兼ねる。 

 (1) 評価室員 

 

 （庶務） 

第9条 委員会の庶務は，弘前大学農学生命科学部総務グループ総務担当において処理す

る。 

 

 （その他） 

第10条 この申合せに定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定

める。 

 

 

   附 則 

1 この申合せは，平成16年4月1日から施行する。 

2 この申合せは，平成16年10月1日から施行する。 

3 この申合せは，平成19年4月1日から施行する。 

4 この申合せは，平成22年10月20日から施行する。 

5 この申合せは，平成27年10月1日から施行する。 

98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



187



188



189



190



○弘前大学農学生命科学部教育改善委員会申合せ 

 

 

 （設置） 

第1条 弘前大学農学生命科学部（以下「本学部」という。）に，弘前大学農学生命科学

部教育改善委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （審議事項） 

第2条 委員会は，次の各号の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) 教育改善のための企画，調査，研究等に関すること。 

 (2) 教育活動の評価に関すること。 

 (3) 学生による授業評価に関すること。 

 (4) ファカルティ・デベロップメントに関すること。 

 (5) その他教育改善に関する事項。 

 

 （組織） 

第3条 委員会は，弘前大学農学生命科学部運営会議学務担当委員（以下「運営会議委員」

という。）及び本学部各学科と弘前大学農学生命科学部附属から選出された各1名の

専任担当教員により構成される。 

 

 （委員の任期） 

第4条 本学部各学科及び附属施設から選出された委員の任期は２年とし，半数交替制と

する。ただし，再任を妨げない。 

2 委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

3 運営会議委員の本委員会委員としての任期は，弘前大学農学生命科学部運営会議委員

の任期に関わる申合せによる。 

 

 （委員長） 

第5条 委員会に委員長を置き，運営会議委員が委員長となる。 

2 委員長は，会議を招集し，その議長となる。 

 

 （委員以外の出席） 

第6条 委員会において必要あるときは，委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことが

できる。 

 

 （申合せの改廃） 
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第7条 この申合せの改廃については，教授会の議を経て弘前大学農学生命科学部長が行

う。 

 

 

   附 則 

1 この申合せは，平成16年4月1日から施行する。 

2 この申合せは，平成19年4月1日から施行する。 

3 この申合せは，平成21年4月1日から施行する。 

4 この申合せは，平成27年4月1日から施行する。 

5 この申合せは，平成27年10月1日から施行する。 

6 この申合せは，平成30年3月20日から施行する。 
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○弘前大学農学生命科学部自己評価委員会申合せ 

 

 

 （設置） 

第1条 弘前大学農学生命科学部（以下「本学部」という。）に，本学部における教育研

究活動の向上を目的として，自ら点検及び評価を行うため，弘前大学農学生命科学部

自己評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （任務） 

第2条 委員会の任務は，次の各号のとおりとする。 

(1) 弘前大学農学生命科学部自己点検項目表（以下「項目表」という。）に基づき，自

己点検の範囲を定め，自己評価の実施計画を作成し，教授会に提案する。 

 (2) 自己点検を実施し，その結果を取りまとめる。 

 (3) 項目表中の学部全体を対象とする項目については本委員会が自己点検・評価を行う。 

 (4) 自己点検・自己評価の結果及び改善すべき事項について教授会に報告する。 

 (5) 自己点検・自己評価の結果について教授会の議を経て，公表する。 

 

 （組織） 

第3条 委員会は，本学部各学科及び弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育研究セン

ターから選出された専任担当教員（弘前大学農学生命科学部長及び弘前大学農学生命

科学部附属生物共生教育研究センター長を除く）各1名で組織する。 

 

 （委員の任期） 

第4条 委員の任期は2年半とし，再任を認めない。 

2 委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

3 委員の改選は2年ごとに事業年度の開始に合わせて行い，第1項の任期における最後

の半年間は新旧委員が重複し，旧委員は「教育改善に向けたアンケート調査報告書」

の作成にのみ従事する。 

 

 （委員長） 

第5条 委員会に委員長を置き，委員の互選によって決める。 

2 委員長は，会議を招集し，その議長となる。 

3 委員長の任期は2年とする。 

 

 （会議） 

第6条 委員会の会議は，委員の3名以上の出席をもって成立する。 
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 （委員以外の出席） 

第7条 委員会において必要あるときは，委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことが

できる。 

 

 （兼務） 

第8条 委員は，弘前大学諸規程に定められた次の室員を兼ねる。 

 (1) 評価室員 

 

 （庶務） 

第9条 委員会の庶務は，弘前大学農学生命科学部総務グループ総務担当において処理す

る。 

 

 （その他） 

第10条 この申合せに定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定

める。 

 

 

   附 則 

1 この申合せは，平成16年4月1日から施行する。 

2 この申合せは，平成16年10月1日から施行する。 

3 この申合せは，平成19年4月1日から施行する。 

4 この申合せは，平成22年10月20日から施行する。 

5 この申合せは，平成27年10月1日から施行する。 
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○弘前大学農学生命科学部教育改善委員会申合せ 

 

 

 （設置） 

第1条 弘前大学農学生命科学部（以下「本学部」という。）に，弘前大学農学生命科学

部教育改善委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （審議事項） 

第2条 委員会は，次の各号の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) 教育改善のための企画，調査，研究等に関すること。 

 (2) 教育活動の評価に関すること。 

 (3) 学生による授業評価に関すること。 

 (4) ファカルティ・デベロップメントに関すること。 

 (5) その他教育改善に関する事項。 

 

 （組織） 

第3条 委員会は，弘前大学農学生命科学部運営会議学務担当委員（以下「運営会議委員」

という。）及び本学部各学科と弘前大学農学生命科学部附属から選出された各1名の

専任担当教員により構成される。 

 

 （委員の任期） 

第4条 本学部各学科及び附属施設から選出された委員の任期は２年とし，半数交替制と

する。ただし，再任を妨げない。 

2 委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

3 運営会議委員の本委員会委員としての任期は，弘前大学農学生命科学部運営会議委員

の任期に関わる申合せによる。 

 

 （委員長） 

第5条 委員会に委員長を置き，運営会議委員が委員長となる。 

2 委員長は，会議を招集し，その議長となる。 

 

 （委員以外の出席） 

第6条 委員会において必要あるときは，委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことが

できる。 

 

 （申合せの改廃） 
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第7条 この申合せの改廃については，教授会の議を経て弘前大学農学生命科学部長が行

う。 

 

 

   附 則 

1 この申合せは，平成16年4月1日から施行する。 

2 この申合せは，平成19年4月1日から施行する。 

3 この申合せは，平成21年4月1日から施行する。 

4 この申合せは，平成27年4月1日から施行する。 

5 この申合せは，平成27年10月1日から施行する。 

6 この申合せは，平成30年3月20日から施行する。 
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○弘前大学農学生命科学部自己評価委員会申合せ 

 

 

 （設置） 

第1条 弘前大学農学生命科学部（以下「本学部」という。）に，本学部における教育研

究活動の向上を目的として，自ら点検及び評価を行うため，弘前大学農学生命科学部

自己評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （任務） 

第2条 委員会の任務は，次の各号のとおりとする。 

(1) 弘前大学農学生命科学部自己点検項目表（以下「項目表」という。）に基づき，自

己点検の範囲を定め，自己評価の実施計画を作成し，教授会に提案する。 

 (2) 自己点検を実施し，その結果を取りまとめる。 

 (3) 項目表中の学部全体を対象とする項目については本委員会が自己点検・評価を行う。 

 (4) 自己点検・自己評価の結果及び改善すべき事項について教授会に報告する。 

 (5) 自己点検・自己評価の結果について教授会の議を経て，公表する。 

 

 （組織） 

第3条 委員会は，本学部各学科及び弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育研究セン

ターから選出された専任担当教員（弘前大学農学生命科学部長及び弘前大学農学生命

科学部附属生物共生教育研究センター長を除く）各1名で組織する。 

 

 （委員の任期） 

第4条 委員の任期は2年半とし，再任を認めない。 

2 委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

3 委員の改選は2年ごとに事業年度の開始に合わせて行い，第1項の任期における最後

の半年間は新旧委員が重複し，旧委員は「教育改善に向けたアンケート調査報告書」

の作成にのみ従事する。 

 

 （委員長） 

第5条 委員会に委員長を置き，委員の互選によって決める。 

2 委員長は，会議を招集し，その議長となる。 

3 委員長の任期は2年とする。 

 

 （会議） 

第6条 委員会の会議は，委員の3名以上の出席をもって成立する。 
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 （委員以外の出席） 

第7条 委員会において必要あるときは，委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことが

できる。 

 

 （兼務） 

第8条 委員は，弘前大学諸規程に定められた次の室員を兼ねる。 

 (1) 評価室員 

 

 （庶務） 

第9条 委員会の庶務は，弘前大学農学生命科学部総務グループ総務担当において処理す

る。 

 

 （その他） 

第10条 この申合せに定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定

める。 

 

 

   附 則 

1 この申合せは，平成16年4月1日から施行する。 

2 この申合せは，平成16年10月1日から施行する。 

3 この申合せは，平成19年4月1日から施行する。 

4 この申合せは，平成22年10月20日から施行する。 

5 この申合せは，平成27年10月1日から施行する。 
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○弘前大学農学生命科学部教育改善委員会申合せ 

 

 

 （設置） 

第1条 弘前大学農学生命科学部（以下「本学部」という。）に，弘前大学農学生命科学

部教育改善委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （審議事項） 

第2条 委員会は，次の各号の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) 教育改善のための企画，調査，研究等に関すること。 

 (2) 教育活動の評価に関すること。 

 (3) 学生による授業評価に関すること。 

 (4) ファカルティ・デベロップメントに関すること。 

 (5) その他教育改善に関する事項。 

 

 （組織） 

第3条 委員会は，弘前大学農学生命科学部運営会議学務担当委員（以下「運営会議委員」

という。）及び本学部各学科と弘前大学農学生命科学部附属から選出された各1名の

専任担当教員により構成される。 

 

 （委員の任期） 

第4条 本学部各学科及び附属施設から選出された委員の任期は２年とし，半数交替制と

する。ただし，再任を妨げない。 

2 委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

3 運営会議委員の本委員会委員としての任期は，弘前大学農学生命科学部運営会議委員

の任期に関わる申合せによる。 

 

 （委員長） 

第5条 委員会に委員長を置き，運営会議委員が委員長となる。 

2 委員長は，会議を招集し，その議長となる。 

 

 （委員以外の出席） 

第6条 委員会において必要あるときは，委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことが

できる。 

 

 （申合せの改廃） 
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第7条 この申合せの改廃については，教授会の議を経て弘前大学農学生命科学部長が行

う。 

 

 

   附 則 

1 この申合せは，平成16年4月1日から施行する。 

2 この申合せは，平成19年4月1日から施行する。 

3 この申合せは，平成21年4月1日から施行する。 

4 この申合せは，平成27年4月1日から施行する。 

5 この申合せは，平成27年10月1日から施行する。 

6 この申合せは，平成30年3月20日から施行する。 
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○弘前大学農学生命科学部自己評価委員会申合せ 

 

 

 （設置） 

第1条 弘前大学農学生命科学部（以下「本学部」という。）に，本学部における教育研

究活動の向上を目的として，自ら点検及び評価を行うため，弘前大学農学生命科学部

自己評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （任務） 

第2条 委員会の任務は，次の各号のとおりとする。 

(1) 弘前大学農学生命科学部自己点検項目表（以下「項目表」という。）に基づき，自

己点検の範囲を定め，自己評価の実施計画を作成し，教授会に提案する。 

 (2) 自己点検を実施し，その結果を取りまとめる。 

 (3) 項目表中の学部全体を対象とする項目については本委員会が自己点検・評価を行う。 

 (4) 自己点検・自己評価の結果及び改善すべき事項について教授会に報告する。 

 (5) 自己点検・自己評価の結果について教授会の議を経て，公表する。 

 

 （組織） 

第3条 委員会は，本学部各学科及び弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育研究セン

ターから選出された専任担当教員（弘前大学農学生命科学部長及び弘前大学農学生命

科学部附属生物共生教育研究センター長を除く）各1名で組織する。 

 

 （委員の任期） 

第4条 委員の任期は2年半とし，再任を認めない。 

2 委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

3 委員の改選は2年ごとに事業年度の開始に合わせて行い，第1項の任期における最後

の半年間は新旧委員が重複し，旧委員は「教育改善に向けたアンケート調査報告書」

の作成にのみ従事する。 

 

 （委員長） 

第5条 委員会に委員長を置き，委員の互選によって決める。 

2 委員長は，会議を招集し，その議長となる。 

3 委員長の任期は2年とする。 

 

 （会議） 

第6条 委員会の会議は，委員の3名以上の出席をもって成立する。 
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 （委員以外の出席） 

第7条 委員会において必要あるときは，委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことが

できる。 

 

 （兼務） 

第8条 委員は，弘前大学諸規程に定められた次の室員を兼ねる。 

 (1) 評価室員 

 

 （庶務） 

第9条 委員会の庶務は，弘前大学農学生命科学部総務グループ総務担当において処理す

る。 

 

 （その他） 

第10条 この申合せに定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定

める。 

 

 

   附 則 

1 この申合せは，平成16年4月1日から施行する。 

2 この申合せは，平成16年10月1日から施行する。 

3 この申合せは，平成19年4月1日から施行する。 

4 この申合せは，平成22年10月20日から施行する。 

5 この申合せは，平成27年10月1日から施行する。 
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○弘前大学農学生命科学部教育改善委員会申合せ 

 

 

 （設置） 

第1条 弘前大学農学生命科学部（以下「本学部」という。）に，弘前大学農学生命科学

部教育改善委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （審議事項） 

第2条 委員会は，次の各号の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) 教育改善のための企画，調査，研究等に関すること。 

 (2) 教育活動の評価に関すること。 

 (3) 学生による授業評価に関すること。 

 (4) ファカルティ・デベロップメントに関すること。 

 (5) その他教育改善に関する事項。 

 

 （組織） 

第3条 委員会は，弘前大学農学生命科学部運営会議学務担当委員（以下「運営会議委員」

という。）及び本学部各学科と弘前大学農学生命科学部附属から選出された各1名の

専任担当教員により構成される。 

 

 （委員の任期） 

第4条 本学部各学科及び附属施設から選出された委員の任期は２年とし，半数交替制と

する。ただし，再任を妨げない。 

2 委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

3 運営会議委員の本委員会委員としての任期は，弘前大学農学生命科学部運営会議委員

の任期に関わる申合せによる。 

 

 （委員長） 

第5条 委員会に委員長を置き，運営会議委員が委員長となる。 

2 委員長は，会議を招集し，その議長となる。 

 

 （委員以外の出席） 

第6条 委員会において必要あるときは，委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことが

できる。 

 

 （申合せの改廃） 
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第7条 この申合せの改廃については，教授会の議を経て弘前大学農学生命科学部長が行

う。 

 

 

   附 則 

1 この申合せは，平成16年4月1日から施行する。 

2 この申合せは，平成19年4月1日から施行する。 

3 この申合せは，平成21年4月1日から施行する。 

4 この申合せは，平成27年4月1日から施行する。 

5 この申合せは，平成27年10月1日から施行する。 

6 この申合せは，平成30年3月20日から施行する。 
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○弘前大学農学生命科学部自己評価委員会申合せ 

 

 

 （設置） 

第1条 弘前大学農学生命科学部（以下「本学部」という。）に，本学部における教育研

究活動の向上を目的として，自ら点検及び評価を行うため，弘前大学農学生命科学部

自己評価委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

 （任務） 

第2条 委員会の任務は，次の各号のとおりとする。 

(1) 弘前大学農学生命科学部自己点検項目表（以下「項目表」という。）に基づき，自

己点検の範囲を定め，自己評価の実施計画を作成し，教授会に提案する。 

 (2) 自己点検を実施し，その結果を取りまとめる。 

 (3) 項目表中の学部全体を対象とする項目については本委員会が自己点検・評価を行う。 

 (4) 自己点検・自己評価の結果及び改善すべき事項について教授会に報告する。 

 (5) 自己点検・自己評価の結果について教授会の議を経て，公表する。 

 

 （組織） 

第3条 委員会は，本学部各学科及び弘前大学農学生命科学部附属生物共生教育研究セン

ターから選出された専任担当教員（弘前大学農学生命科学部長及び弘前大学農学生命

科学部附属生物共生教育研究センター長を除く）各1名で組織する。 

 

 （委員の任期） 

第4条 委員の任期は2年半とし，再任を認めない。 

2 委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

3 委員の改選は2年ごとに事業年度の開始に合わせて行い，第1項の任期における最後

の半年間は新旧委員が重複し，旧委員は「教育改善に向けたアンケート調査報告書」

の作成にのみ従事する。 

 

 （委員長） 

第5条 委員会に委員長を置き，委員の互選によって決める。 

2 委員長は，会議を招集し，その議長となる。 

3 委員長の任期は2年とする。 

 

 （会議） 

第6条 委員会の会議は，委員の3名以上の出席をもって成立する。 
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 （委員以外の出席） 

第7条 委員会において必要あるときは，委員以外の者の出席を求めて意見を聞くことが

できる。 

 

 （兼務） 

第8条 委員は，弘前大学諸規程に定められた次の室員を兼ねる。 

 (1) 評価室員 

 

 （庶務） 

第9条 委員会の庶務は，弘前大学農学生命科学部総務グループ総務担当において処理す

る。 

 

 （その他） 

第10条 この申合せに定めるもののほか，委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定

める。 

 

 

   附 則 

1 この申合せは，平成16年4月1日から施行する。 

2 この申合せは，平成16年10月1日から施行する。 

3 この申合せは，平成19年4月1日から施行する。 

4 この申合せは，平成22年10月20日から施行する。 

5 この申合せは，平成27年10月1日から施行する。 
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